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様式３ 

大阪高速鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

 項  目 主な取組み状況等 所  見 所見に対する回答 

１．運賃等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成１２年１２月に運賃改定、初乗

り（～２kmまで）２００円。最長、大

阪空港～門真市間５４０円。 

・全駅に運賃、時刻表を掲示。営

業規則についても、全駅の改札口

に常備している。 

・共通乗車券（連絡運輸）は、鋼

索線を除く京阪電鉄全線及び、神

戸高速線を除く阪急電鉄全線と、

通勤・通学定期券において実施し

ている。 

・乗継ぎ割引は導入していない。 

・他の輸送モードとの乗継ぎ割引

についても現在は実施していない

が、今後ICカードによる割引サー

ビス等の開発計画があれば導入を

検討する。 

・ 企 画 乗 車 券 は 、 「 ス ル ッ と

KANSAI」による３dayチケットを

はじめ、他社と連携した企画乗車

券を多種にわたり発売している。

また、沿線施設でのイベントを生

かした「ガンバ大阪１day乗 車 券 」

を 発 売 し 、 集 客 に 努 め て い る 。 

・磁気式乗車券は平成１２年２月

より「スルッとKANSAIモ ノ カ ー

ド 」を導入している。 

・運賃料金に関する手続きについて

は法令等に基づき適正に行われてお

り、手続き漏れは発生していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も、他社と連携した企画乗

車券はもとより、沿線施設の特徴

を活かし創意工夫に富んだ企画

乗車券の発売が期待される。 

 

 

 

 

 

 

・今後も法令等に基づき適正な手続 

きに努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も、お客様のニーズにあった 

企 画 券 の 開 発 に 努 め て ま い り ま 

す。 
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・ＩＣ乗車券（PiTaPa）について

は、平成１８年２月より導入して

いる。 

・自動券売機・精算機・自動改札

機の設置台数については、各駅の

利用者数、利用状況を勘案し決定

している。 

・運賃誤収受・誤表示については、

平成２０年度に３件、２３年度に

１件の誤収受、２０年度に誤表示

が発生している。２３年１１月の

発生以降は、駅係員に注意喚起を

行 い 再 発 防 止 策 を 徹 底 さ せ て い

る。また、全駅に投入硬貨を自動

選別可能な誤装填防止機能付き硬

貨計数機を導入し誤装填の防止に

努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運賃収受の信頼性の確保は、鉄

道事業の社会的信用を維持する

ためにも重要であることから、今

後も再発防止のための社員教育

など、誤収受等のミス撲滅に向け

た不断の取組が望まれる。なお、

ハード面での防止策として、誤装

填防止機能付き硬貨計数機の導

入については評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後においても、誤収受等のミス

が発生しないように徹底した再発

防止に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．情報提供に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自社ホームページを開設し、運賃、

列車時刻表、駅施設情報などの基本的

事項から、鉄道安全報告書、環境保

全への取り組み等について情報提

供を行っている。 

 

 

 

・平成２３年７月に自社ホームペ

ージをリニュアルし、運行遅延に

ついて概ね２０分以上の遅れや運

転見合わせが発生した場合に、情

・概ねガイドラインに沿って充実し

た情報提供が行われている。ホーム

ページにおいては、運賃、時刻表、

沿線イベント情報等についてわか

りやすく提供されており今後とも、

利用者への各種情報を、ホームペー

ジ、広報誌、パンフレット等により

積極的に展開することが期待され

る。 

・利用者にとって大変有意義な情

報であるため、更なる情報の充実に

対する取り組みが期待される。 

 

・今後も、お客様が利用しやすく、 

また、分かりやすい情報を提供でき

るように努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

・お客様にとって分かりやすく、ま

た利用しやすい情報提供が出来る

よう、案内方法について検討を進め

てまいります。 
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報を表示している。  

・実証実験中ではあるが、千里中

央駅コンコースにおいて、デジタ

ルサイネージによる情報提供を行

っている。 

 

 

・デジタルサイネージによる案内

サービスは、利用者にとって大変

便利なものであり、実証実験終了

後も積極的な導入を検討される

ことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

３．案内情報に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全駅に行先案内表示器及び列車接近

放送装置を設置している。 

・全線で駅のナンバリングを実施

している。 

・ピクトグラムを使った案内は、

平成２年度の開業当時に策定した

計画に基づいて掲出しており、平

成１６年度の新線建設時にはガイ

ドラインに準拠した案内を行って

いる。 

・車内放送では、自動放送により

行き先、列車種別、停車駅、乗り

換え案内等を行っている。 

・駅構内における案内放送では列

車遅延や輸送障害発生時における

情報提供並びにテロ対策及びマナ

ー啓発等の協力要請、沿線イベン

ト等のＰＲ放送を行っている。ま

た、平日の朝ラッシュ時間帯では

乗降の多い主要駅で乗り換えの案

内等の放送を実施している。 

・平成２５年度中には、大型モニ

ターをホーム及び改札付近に設置

し、情報提供を行っていく予定で

・今後は高齢化社会等を含め情報弱

者の方への案内表示の工夫について

検討が望まれる。また、外国人旅客

に対応した（４カ国語など）表示の

導入についても検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・モニターの設置については、積

極的な取り組みであると評価で

きるため、実現に向けての努力が期

・高齢者など、情報弱者への案内の

工夫を図ると共に、4か国語表示に

ついても外国人旅客の利用状況を

踏まえ、検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お客様に迅速な案内が出来る様、 

案内モニターの設置にむけて取り

組んでまいります。 
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ある。 

 

待される。 

 

 

 

４．バリアフリー対策に関 

 する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・段差解消への対応等ワンルートの確

保は全駅において達成済である。 

・視覚障害者に対する点字表示、

誘導用ブロックは全駅に設置して

いる。 

・平成１９年６月に接客における

バリアフリーマニュアル（メイ・

アイ・ヘルプ・ユーマニュアル）

を全駅係員に配布している。 

・全車両に車いすスペースを設置

している。 

・バリアフリー設備に関する情報

提供については、交通エコロジー

・モビリティ財団の「らくらくお

でかけネット」に情報提供してお

り、自社ホームページでも施設・

整 備 一 覧 と し て 情 報 提 供 し て い

る。 

・ハンドル形電動車いすについて

は、基本的に「ハンドル型電動車

いす交付証明書」または「補装具

交付決定通知書」を提示の上、利

用可としている。 

 

・バリアフリー対策には積極的に取

り組まれ、全駅において達成されて

いることは大いに評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備面だけでなく、係員、一人ひ 

とりが、積極的に対応できるよう

に、ソフト面についても努力してま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．乗継利便等に関する事 

項 

 

 

・平成２２年３月のダイヤ改正によ

り、本線から彩都線への直通運転列車

を増便し、自社線内の乗継ぎの円滑化

を図っている。 
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・千里中央駅では、北大阪急行電

鉄との乗り換え案内として、自社

改札口から北大阪急行電鉄の改札

口までの通路に青いラインを敷設

し、案内を行っている。 

・他社との乗り継ぎは、事前にダ

イヤを提供するなど、連携を図り

ながら、可能な限り利便性のよい

ダイヤとしている。 

・大阪空港ターミナルでは、モノ

レール時刻表の案内表示を行って

いる。 

・ダイヤ改正時には、プレス発表

を行い、ホームページ、情報誌、

駅構内ポスター等により周知を図

り、時刻表の事前配付を行ってい

る。 

 

・青いライン（導線表示）による

乗り換えの案内については、積極

的な取り組みであると評価でき

る。今後も、更なる工夫による乗

り継ぎの利便向上について、検討

されることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も、お客様がスムーズに乗り 

換える事が出来るような工夫した

案内に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．輸送障害時の旅客対応 

 に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故等輸送障害時に備え、「緊急事

態対策要綱・要領及び防災体制・危機

管理対応指針」を定め、対応を行って

いる。 

・利用者への周知方法は、運転指令か

らの情報提供により、車内では運転士

による案内放送を、駅構内では各駅の

放送装置により係員が案内放送を実

施している。また、運転指令からの駅

一斉放送も可能としている。 

・振替輸送は、大阪市交通局・阪急電

鉄・京阪電鉄・北大阪急行電鉄に依頼

することにより対応している。代替輸

・輸送障害時の対応マニュアルを

整備されている点は評価できる。

今後も、現場の職員が適切に行動

できるよう、継続的な教育、訓練

等が実施されることが期待され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・異常時に際して、迅速な対応が 

出来るように、実践に即した訓練に

努めてまいります。 
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送では、阪急バス又は近鉄バスに依頼

することとしている。 

・延着証明は概ね１０分程度の遅

延を目安としており、各駅及び自

社ホームページにおいて発行して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．災害対応等危機管理に 

 関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害発生時等に備え「緊急事態対策

要綱及び緊急事態対策要領」、「防災

体制要綱」、「運転取扱心得」の諸規

程を整備しており、それに基づいた教

育・訓練が実施されている。また、災

害発生時における社内の連絡体制及

び警察・消防等への通報、連絡体制に

ついても確立されている。 

・旅客の避難誘導については、「異常

時運転取扱手順」の規程により、

列車からの旅客の避難誘導要領を

定めている。 

 

・災害発生時の対応マニュアルを

整備されている点は評価できる。

引き続き、警察、消防などとも協力

しながら、安全を最優先とした教育、

訓練等が実施されることが期待され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も関係行政機関と連携を図り 

ながら、より一層充実した訓練に 

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．利用者からの意見等へ 

 の対応 

 

 

 

・要望等については、担当部署におい

て報告書を作成し、関係部署から経営

トップに至るまで閲覧できる状態に

し、情報の共有化が行われている。 

 

  

 

 

 

９．運輸に関する業務に従 

事する係員に関する事項 

 

 

 

・駅務員等の不祥事は発生していな

い。 

・駅務員等に対する研修については、

年間教育指導計画を策定し、集団教

育、懇談指導を行うと共に、外部講師

 

 

・今後もよりよい旅客サービスの

提供に向けて、取り組まれること

が期待される。 

 

 

・今後も、より一層の旅客サービス

の提供をめざし、教育の充実を図っ

てまいります。 
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による接遇研修が実施されている。 

・平成２０年４月より全駅の運営業務

を大阪モノレールサービス㈱に委託

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．その他のサービスに関

する事項 

(1)携帯電話の取扱い 

 

 

 

 

 

(2)優先座席の取扱い 

 

 

 

(3)受動喫煙防止対策 

 

 

(4)暴力行為、迷惑行為へ

の対応 

 

 

 

 

(5)女 性 専 用 車 両 に つ い

て  

 

(6)ベ ビ ー カ ー 対 応  

 

 

 

・車内においては、優先座席付近電源

オフ、それ以外はマナーモードに設定

のうえ通話をご遠慮いただくよう、ス

テッカー及び車内自動放送により協

力依頼を行っている。 

 

・各車両の一部を優先座席とし、ステ

ッカー及び車内自動放送により案内

を実施している。 

 

・駅構内全面禁煙としている。駅出入

口付近も灰皿を設置していない。 

 

・暴力行為は係員による仲裁等の

初期対応後、迷惑行為は被害者に１

１０番通報の是非について確認後、１

１０番通報を行い警察の対応に委ね

ている。 

 

・女性専用車両は導入していない。 

 

 

・利用者の自己責任のもと、他の

旅客の迷惑とならない範囲で利用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも所轄警察と連携を図り、

適切な対応を取られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所轄警察との連携を強化し、迅速

な対応が出来る様努めてまいりま

す。 
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(7)身 体 障 が い 者 補 助 犬

法 へ の 対 応  

 

(8)トイレットペーパーの

設置 

 

(9)駅付近駐輪場について 

 

 

 

 

 

 

 

(10)待合所について 

 

(11)総合案内所について 

 

 

 

(12) Ａ Ｅ Ｄ の 設 置 状 況

に つ い て  

 

 

可としている。 

 

・平成１３年１２月より補助犬同

伴での利用を可としている。 

 

・すべてのトイレに設置済。 

 

 

・軌道用地を持たないため、自社では

千里中央駅下駐輪場のみを設置。大阪

空港駅、公園東口を除く各駅周辺には

沿線市等が運営する有料、無料の駐輪

場を備えている。また不法駐輪による

苦情に対しては関係市等と協力し解

決に当たっている。 

 

・全駅に空調完備の待合室を設置。 

 

・駅長所在駅である千里中央駅に、

総合案内機能を持たせているため

案内所は設置していない。 

 

・全駅のコンコース、改札付近に

設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも駅付近道路に不法駐輪の

ないよう、関係市等と連携を図り引

き続き取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沿線市と連携を密にして不法駐輪 

対策の検討を進めてまいります。 

 

 

 

 


